
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
日ごろより本町の都市計画行政に深いご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 本町は、仙台都市圏の一翼を担う都市として日々躍進を続けております。 
 本地区計画では、閑静でやすらぎのある住宅地と交通条件を活かしながら周辺地域の消費を支える

商業施設の誘導を図るため、この地区に適応したきめ細やかな土地利用の方針と建築物等に関する整

備方針を定めております。 
 快適で、住む人にやさしい「健康・躍動都市 利府」実現に向けて、ご協力をお願いします。 
 

                                 平成１９年３月 
 

宮城県利府町 
 

 

やさしさがあふれる 
        住みよいまちづくり 

【【長長田田地地区区計計画画】】  



 

 
 

名    称 長田地区計画 

位    置 利府町神谷沢字化粧坂、同字長田、同字北沢及び同字塚元の各一部 

面    積 約 ８．３ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、都市計画道路神谷沢春日線沿道に位置し、優れた交通利便性を有しているととも

に、計画的に整備された大規模住宅団地や宮城県総合運動公園に近接している。 

このような地区の特性を活かし、住宅地と商業・業務地がバランス良く共存する快適な市街

地の形成を図る。 

地区計画を定めることにより、良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るとともに、周辺地

域における利便を高める商業・業務施設を誘導する。 

土地利用の方針 

隣接する市街地や自然環境と調和し、健全かつ良好な住宅地の形成を図るとともに、地域住民

の生活サービスを提供する施設の立地を誘導するため、次の地区に区分し、計画的な土地利用を

図る。 

１．住宅地区Ａ 

都市計画道路神谷沢春日線の沿道環境に配慮しながら、低層の戸建住宅を主体とした

住宅地の形成を図る。 

２．住宅地区Ｂ 

都市計画道路神谷沢春日線及び町道菅谷神谷沢線の沿道環境に配慮しながら、既存商

業施設と低層の戸建住宅を主体とした市街地の形成を図る。 

３．センター地区 

周辺地域における利便を高める商業・業務施設の誘導を図る。 

地 区 施 設 の 

整 備 方 針 

利府町神谷沢土地区画整理事業予定地区に隣接する既存市街地について、防災に配慮し、安

全・安心な市街地の形成を図るとともに新市街地との一体的な土地利用の誘導を図るため、地区

施設として区画道路を定め、狭隘道路を拡幅する。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

本地区では、良好な居住環境を確保するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁

面の位置の制限、建築物の高さの制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制

限を行い、住む人にやさしい住宅地等が形成されるよう規制・誘導する。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置 

及 び 規 模 
区画道路（3路線：Ｗ＝4ｍまたは 5.5ｍ）を計画図表示のとおり定める。 

 
 
 

長 田 地 区 計 画
 

まちづくりの方針

市街化区域編入年月日  地区計画決定年月日  地区計画変更年月日  地区計画変更年月日 
Ｈ１７． ５．１７       Ｈ１７． ５．１７         Ｈ１９． ３． １       Ｈ２０．１２．１ 



 

地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

地区の区分 

名 称 住 宅 地 区 Ａ 

面 積 約 １．７ｈａ 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 
事 

項 

建 築 物 の 

用 途 制 限 

次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。 

 

（１）寄宿舎又は下宿 

（２）店舗，飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合 

計が５００㎡を超えるもの 

（３）事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が５０ 

０㎡を超えるもの 

（４）ホテル又は旅館 

（５）ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 

（６）カラオケボックスその他これに類するもの 

（７）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これら 

に類するもの 

（８）学校、図書館その他これらに類するもの 

（９）大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 

（10）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（11）病院 

（12）公衆浴場 

（13）老人福祉ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

（14）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

（15）自動車教習所 

（16）自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

（17）畜舎（鳩小屋を含む。） 

（18）工場（建築基準法施行令第１３０条の６に掲げるものを除く。） 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

２００㎡ 

 

ただし，次の各号のいずれかに該当する敷地は、この限りではない。 

 

（１）土地区画整理法第９８条第１項の規定による仮換地の指定又は同法第１０３条第１項 

の規定による換地処分を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷

地として使用するもの 

 

（２）土地区画整理法第９６条の規定により定める保留地又は同法第１０４条第１１項の規 

定により組合（土地区画整理事業の施行者）が取得する保留地で、保留地売買契約による

所有権移転登記後の所有権又はその他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用

するもの（３）本地区計画決定の際現に面積が２００㎡未満のもの 

建 築 物 の 高 

さ の 制 限 
建築物の高さの最高限度は１０ｍとする。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

（１）建築物の屋根の色彩は、落ち着きのある色調とし、街並みとの調和を十分配慮したも 

のとする。 

 

（２）屋外広告物については、自己用のみとし、美観、風致を損なうものは設置してはなら 

ない。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

道路に面して設ける垣又はさくは、次の各号のいずれかに該当するもの以外としてはならな

い。 

（１）生垣 

（２）高さ１．５ｍ以下の金網又は鉄柵等の透視可能なもの 



地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

地区の区分 

名 称 住 宅 地 区 Ｂ 

面 積 約 ５．１ｈａ 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 
事 
項 

建 築 物 の 用 

途 制 限 

次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。 

 

（１）宿舎又は下宿 

（２）店舗，飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合 

計が５００㎡を超えるもの 

（３）事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が５０ 

０㎡を超えるもの 

（４）ホテル又は旅館 

（５）ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 

（６）カラオケボックスその他これに類するもの 

（７）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これら 

に類するもの 

（８）学校、図書館その他これらに類するもの 

（９）大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 

（10）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（11）病院 

（12）公衆浴場 

（13）老人福祉ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

（14）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

（15）自動車教習所 

（16）自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

（17）畜舎（鳩小屋を含む。） 

（18）工場（建築基準法施行令第１３０条の６に掲げるものを除く。） 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

２００㎡ 

 

ただし，次の各号のいずれかに該当する敷地は、この限りではない。 

 

（１）土地区画整理法第９８条第１項の規定による仮換地の指定又は同法第１０３条第１項 

の規定による換地処分を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷

地として使用するもの 

 

（２）地区画整理法第９６条の規定により定める保留地又は同法第１０４条第１１項の規定 

により組合（土地区画整理事業の施行者）が取得する保留地で、保留地売買契約による所

有権移転登記後の所有権又はその他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用す

るもの 

 

（３）本地区計画決定の際現に面積が２００㎡未満のもの 

建 築 物 の 高 

さ の 制 限 
建築物の高さの最高限度は１０ｍとする。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

（１）建築物の屋根の色彩は、落ち着きのある色調とし、街並みとの調和を十分配慮したも 

のとする。 

（２）屋外広告物については、自己用のみとし、美観、風致を損なうものは設置してはなら 

ない。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

道路に面して設ける垣又はさくは、次の各号のいずれかに該当するもの以外としてはならな

い。 

（１）生垣 

（２）高さ１．５ｍ以下の金網又は鉄柵等の透視可能なもの 



地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

地区の区分 

名 称 セ ン タ ー 地 区 

面 積 約 １．５ｈａ 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 
項 

建 築 物 の 

用 途 制 限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

（１）住宅 

（２）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（３）学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。）、図書館その他これらに 

類するもの 

（４）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（５）畜舎（鳩小屋を含む。） 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 
５００㎡ 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は１ｍ以

上とする。 

建 築 物 の 高 さ 

の 制 限 
建築物の高さの最高限度は１５ｍとする。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

（１）建築物の屋根の色彩は，落ち着きのある色調とし，街並みとの調和を十分配慮したも 

のとする。 

（２）屋外広告物については，自己用のみとし，美観，風致を損なうものは設置してはなら 

ない。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

道路に面して設ける垣又はさくは，次の各号のいずれかに該当するもの以外としてはならな

い。 

 

（１）生垣 

（２）高さ１．５ｍ以下の金網又は鉄柵等の透視可能なもの 

 

 

 



■区域は計画図表示のとおり■                    各図面は任意の縮尺を使用 

 
 
 

 

土地利用方針付図 

計   画   図 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■お問い合わせ先■ 

 

利府町企画課 まちづくり推進班 
〒９８１－０１１２ 宮城県宮城郡利府町利府字新並松４番地 

        ＴＥＬ    ０２２－７６７－２１１３ 

ＦＡＸ    ０２２－７６７－２１００ 

Ｅ－mail  machidukuri@rifu-cho.com 


